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長
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路
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弘
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衆
議
院
議
員
浅
尾
慶
一
郎
君
提
出
国
家
公
務
員
共
済
年
金
の
職
域
加
算
部
分
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
尾
慶
一
郎
君
提
出
国
家
公
務
員
共
済
年
金
の
職
域
加
算
部
分
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
共
済
年
金
制
度
に
お
い
て
、
職
域
加
算
部
分
に
係
る
共
済
年
金
を
支
給
す
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
七
十
七
条
第
二
項
等
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
こ
れ

ら
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
支
給
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
今
後
、
新
た
な
年
金
制
度
の
創
設
に
向
け
た
検
討
の
中
で
、
職
域
加
算
部
分
を
含
む
国
家
公
務
員
共
済

年
金
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。


